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 あきる野市学校給食センター整備計画（案）に対する意見募集にご意見ありがとうございまし

た。 

 以下のとおり、ご意見の概要と市の考え方について、ご紹介させていただきます。 

 

項 目 意見の概要 市の考え方 

 事業手法につ

いて 

ＰＦＩ方式などの民間委託の場合

は、利益を上げるために給食の質や環

境への配慮が低下するおそれがあり、

また、倒産する可能性があることなど

から、市が責任をもって行う公設公営

方式が望ましい。 

ＰＦＩ方式など民間が新センター

を運営する場合でも、食材調達・検

収、献立作成については、市が責任

を持って実施し、調理指示等管理体

制をしっかり構築していきますの

で、質の低下や環境への配慮が低下

することはないと考えます。 

なお、ＰＦＩ方式は、給食事業だ

けを行うために設立した新たな会社

が、市から支払われる事業費で運営

をすることとなり、他の事業は行わ

ないことから、倒産の可能性は極め

て低いと考えています。 

また、その会社へ融資をする金融

機関と市で監視を行うことから、チ

ェック体制も確立できます。 

教育に関しては経済効率を優先して

民間に任せるのは筋違いである。食育

の推進など、公共が責任を持つべきで

あり、現在の公設公営方式を維持すべ

きである。 

学校給食については、学校給食法

等でも学校教育活動の一環であるこ

とが明確にされており、現在、食育

等の教育活動に積極的に取り組んで

います。新センターの運営を民間が

行う場合でも、従来どおり栄養士は

東京都から配置され、食材調達・検

収、献立作成については市が行いま

す。 

このようなことから、教育、食育

など公共が実施しなければならない

事項については、今までどおり市が

責任を持って行っていきます。 

学校給食の本来の目的からすれば、

民間への委託を検討する場合は、財政

的な視点を優先するのではなく、教育

的な視点から慎重に検討するべきであ

る。 

学校給食の目標は、食育の推進を

図るとともに、栄養バランスのとれ

た安全・安心でおいしい給食を提供

することで、子どもたちの心身の健

全な育成を図ることにあります。 



 今回の整備計画では、これらを基

に基本理念を定め、教育的な視点か

ら策定したものであり、財政面を優

先したものではありません。 

委託した場合、市が恒常的、日常的

に管理や監視をすることができるの

か。 

委託した場合でも、市が要求する

細かな事項まで契約を締結し、給食

事業を行っていきます。 

また、従来どおり東京都からの栄

養士及び市事務職員を配置すること

になりますので、恒常的、日常的に

管理や監視をしていくことになりま

す。 

整備計画（案）

の検討方法につ

いて 

検討に関しては、学校や保護者等の

意見など、多くの意見を参考として行

い、反映させるべきではないのか。 

整備計画（案）については、市議

会議員、学校長、ＰＴＡ会長で構成

する「学校給食センター運営協議会」

でご意見などをいただき策定をして

います。 

 学校給食セン

ターの１か所集

約について 

調理後２時間以内に各学校に給食を

届けられる立地が確保できなかった場

合、２～３か所のセンターを整備すべ

きである。 

建設用地については、「学校給食衛

生管理基準」に基づき、各学校へ調

理後２時間以内に給食できることを

最優先とし、広幅員道路に面した土

地を確保できると考えています。 

児童・生徒との距離が少しでも近い、

現状の３か所規模が望ましい。 

整備計画では、基本理念で食育に

関する教育の推進を図ることなどを

掲げています。 

また、基本方針では食育の対応と

して、施設や調理場の見学、食の研

修・交流などの機能に対応できる見

学スペースや会議室、栄養指導室の

設置を予定していますので、今まで

以上に児童・生徒との距離が近くな

ると考えています。 

農地の保全のためにも、地場産作物

を積極的に取り入れることが望ましい

が、１か所に集約することで大量の食

材の調達が必要となるため、地場産品

の使用が可能であるか疑問であるの

で、早い段階から検討して大規模化の

欠点を補うことを希望する。 

地場産品の利用については、ＪＡ

あきがわ及び秋川ファーマーズセン

ターと調整をし、旬の食材を中心に

使用できるようなシステム構築に向

け取り組んでいます。 

また、新センターでは、３献立を

予定しておりますので、その中で調

整をしていくことを考えています。 

８，０００食を１か所で調理するこ

とは、食中毒などのリスクが高いこと

や、調理にも時間がかかり、食材が痛

む可能性がある。 

学校給食センターの整備について

は、「学校給食衛生管理基準」に適合

し、製造における重要な工程を連続

的に監視するハサップの概念を取り

入れ、徹底した衛生管理体制を構築

することを前提としておりますの

で、新センター１か所で調理するこ

とによる食中毒等の危険性は増大し

ないと考えています。 



自校方式につ

いて 

食育の推進や地場産品の利用拡大を

図り、栄養バランスのとれた安心・安

全でおいしい給食を提供し、子どもた

ちの心身の健全を図るには自校方式が

望ましいと思う。 

自校方式は、各学校に給食調理室

を設置するスペースがないこと、多

額の費用もかかることから不可能

であると考えています。 

新センターは、学校給食の目標で

ある食育の推進を図るとともに、栄

養バランスのとれた安全・安心でお

いしい給食を提供することで、子ど

もたちの心身の健全な育成を図る

ことを実現するために整備するも

のです。その中で地場産品の利用拡

大についても取り組んでいく予定

です。 

食材の安全性

について 

民間委託となっても、安全な食の確

保のために、食品の放射性物質検査を

行ってもらいたい。 

また、新しい給食センターに放射性

物質検査室を設置してほしい。 

市では、平成２４年３月から消費

者庁から貸与された放射能検査機器

を使用し、食材の放射性物質検査を

実施しています。 

新センター整備後においても、食

材は市の責任において発注しますの

で、引き続き同検査機器を使用し、

食材の放射性物質検査を実施してい

く予定です。 

したがって放射性物質検査室の設

置は考えていません。 

整備計画（案）では、給食の放射性

物質検査について全く触れられていな

いので、これについて明記してもらい

たい。 

放射性物質問題については、空間

放射線量検査などを含めて市全体で

取り組んでいます。 

今後も給食センターだけではな

く、市全体として取り組むべき問題

であるため、整備計画には記載して

いません。 

食物アレルギ

ーへの対応につ

いて 

具体化の際には、他県、他市などを

参考に、安全確保、チェック体制など

学校側の対応も含めて方針化してもら

いたい。 

具体化に向け、先行事例なども参

考にしていきたいと考えています。 

また、安全確保、チェック体制の

構築に向け、学校と連携をし、取り

組んでいきます。 

一人ひとりの違いに応じたきめ細か

いニーズに応えられるような考え方と

それに必要な施設整備を図ってもらい

たい。 

一人ひとりの個別要望に対して、

全て対応することは、難しいと考え

ていますが、対応可能な範囲で除去

食の提供をしていきたいと思いま

す。 

第２章の２基本理念の（３）を「食

育の推進と個別のニーズへの対応を図

る」としてもらいたい。 

基本理念は、学校給食の目標を達

成するために掲げたものであります

ので、アレルギー対応については、

基本方針で明記させていただきまし

た。 



食育への対応

について 

学校給食を食育に関する生きた教材

として活用することに関して、なぜ施

設の見学だけに留まっているのか分か

らない。 

食育等の推進については今までと

変わらず、市が責任を持って実施し

ていきます。 

なお、新しい施設には見学スペー

スだけでなく、食の研修・交流など

に対応できる会議室、栄養指導室及

び調理実習室などを設置する予定と

なっていますので、更なる食育の推

進が行えると考えています。 

事業者を選考する際には、食育に関

する意識の高い事業者を選んでほし

い。 

食育は大変重要であると認識して

おりますので、業者選定に当たって

は、食育に関する知識が高いことな

ども考慮していきたいと考えていま

す。 

使用食器につ

いて 

食器については、あきる野市に住ん

でいる陶芸家が作った陶器や漆器、あ

きる野市産の木材で作られたトレーな

どを使用してほしい。 

食育の観点から家庭における食器

に近い感覚で使用することができ、

食事作法等も身に付けやすい強化磁

器食器等を予定しておりますが、実

施段階までに更なる調査・検討を重

ね、児童・生徒のための最適な食器

を選択したいと考えております。 

環境への配慮

について 

残菜等の処理方法については大きな

課題であるので、是非、実現してもら

いたい。 

今後、整備を進めていく中で、残

菜の処理方法などについて、詳細な

検討を行っていきます。 

雨水を利用して、食材を洗ったり、

煮たりすることが安全にできる方法は

無いか。 

高額な設備投資をすることで可能

と思われますが、成長期にある子ど

もたちが食べる食材を雨水で洗浄す

ることは好ましくないと考えていま

す。 

太陽光発電については、パネル自体

が資源的に見て疑問であり、パネル廃

棄時の処理の仕方もわからない。また、

電気へのエネルギー変換率が低いこと

から、電気ではなく、温水や冷暖房な

ど熱として利用する方が良いのではな

いか。 

地球温暖化等環境面から一部太陽

光発電を備えた施設を考えておりま

すが、実施に向け、太陽光発電を含

め、再生可能エネルギーの使用を検

討していきたいと考えています。 

農薬や遺伝子組み換え食品について

気を配ってほしい。 

現在、農薬の使用がなるべく少な

い米や野菜などを選んで使用してい

ます。 

また、遺伝子組み換え食品の使用

はしていません。 

引き続き同様の対応をしていきた

いと思います。 

地元雇用の促

進について 

新しい給食センターでは、地元雇用

を進めてほしい。 

地元雇用を促進するため、調整を

図っていきたいと考えています。 

 


